
看護師に求められる実践能力と卒業8寺の至」達目標 (案)

雫
護8市の実践能力 1   構成妻素 卒業0寺の至」達目標

Ｌ

Ｆ

I君羊
ヒューマンケアの
基本的な能力

A 文」象の理解

1

2

3

人体の構造と機能について理解する

人の誕生から死までの生涯各期の成長、発運、
｀
加齢のI13徴 を理解する

文」象者を身体的、lb理的、社会的、文化的倶」面から理解する

B 実施する者護につい
ての説明責任

4

5

6

実施する着護の根拠・目的・方法について相手に分かるように説明する

自らの役害Jの範囲を認識し説明する

自らの現在の能力を超えると半」断する場合は、適切な人に1/0言 を求める

倫理39な看護実践

７

８

９

‐０

「

対象者のプライパシーや個人情報を保護する

文」象者の価値観、生活習llR、 lle習 、信条などを尊重する

対象者の尊厳や人権を守り、擁護00立場で行動することの重要性をI里解する

対象者の選択権、自己決定を尊重する

組織の倫理規定、行動規範に従つて行Il」 する

援助的関係の形成

12

13

14

15

文」象者と自分の境界を尊重しながら援助00関係を維持する

文」人技法を用いて、対象者と援助的なコミュニケーションをとる

対象者に必要な情報を対象者に含わせた方法で提供する

文」象者からの質問・要請に誠実に文J應する

レ    Il=羊
根拠に基づき、歯護
を言1画的に実践する

能力

E アセスメント
16

17

健康・lA態のアセスメントに必要な客観00・ 主観89情 報を収集する

情報を整理し、分析・解釈・統合し、課題を抽出する

計画F
８

　

９

文]象者及びチームメンパーと協力しながら実施可能な着護計画を立案する

根拠に基づいた個別8'な着護を計画する

G 実施

20

21

22

23

24

計画した琶護を対象者の反応を捉えながら実lltす る

計画した看護を安全・安楽・自立に留意し実施する

琶護援助技術を対象者の状態に合わせて適切に実施する

予濃」しない1犬況の変1ヒ について指導者又はスタッフに報告する

実施した者護と対象者の反応を記録する

H :平 1面

５

　

６

２

　

２

予測した成果と照らし合わせて実施した者護の結果を評価する

評価に基づいて計画の修正をする

lll康の保|も ・増進、
病の予防

27

28

29

30

31

生涯各期における健康の保l寺 1曽進や疾病予防における看護の役害」を理解する

環境の変イしが健康に及ほす影響と予防策について1里解する

健康1曽進と健康教育のために必要な資源を理解する

文」象者及び家族に合わせて必要な保健指導を実施する

クI娠、出産、育児に関わる援助の方法を理解する

15



lll群

健康の保持1曽進、
疾病の予防、健康の

10El復にかかわる実践
能力

急激な健康状態の変
化にある対錬への

看護

３２

　

３３

・

３４

一

３５

一

３６

一

３７

　

３８

　

３９

急激な変イヒ状態 (周手術期や急激な病状の変1し、救命処置を必要としてしヽ

等)にある人の病鶴こ治療について理解する  _́____
急激な変1じ状態にある人に治療が及ぼす影響について理解する

文」象者の健康状態や治療を踏訣え、看護の優先lllA位 を理解する

状態の急激な変化に備え、基本的な救急救命処置の方法を理解する

状態の変化に文」処することを理解し、症状の変イヒについて迅速に報告する

合併症予防の療畳生活を支援をする

日常生活の自立に向けたリハビリテーションを支援する

文」象者の心理を理解し、状況を受けとめられるように支援する

慢性的な変化にある
対象への替護

４

　

５

　

６

４

　

４

　

４

40

41

42

43

慢性的経過をたどる人の病態と治療について理解する

慢性09経過をたどる人に治療が及ほす影響について理解する

対象者及び家族が健康障害を受容してい<過程を支援する

必要な治療計画を生活の中に取り入れられるよう支援する (憲者教育)

必要な治療を継続できるようなソーシャルサポートについて理解する

急性増悪の予防に向けて継続的に観察7,__          __JL_
慢性30な健康障害を有しながらの生活の質 (QOL)向上に向けて支援する

L終末期にある文」象ヘ

の薔護

４７

　

４８

　

４９

死の受容過程を理解し、その人らしく過ごせる支援方法を理解する

終末期にある人の治療と書痛を理解し、緩和方法を理解する

署取りをする家族をチームで支援することの重要性を理解する

Ⅳ君羊
ケア環境とチーム体
制を理解し活用する

能力

M看 護専門職の役害」
50

51

看護職の役容」と機能を理解する

看護師としての自らの役害」と機能を理解する

N琶 護チームにおける
委譲と資務

５２

・
５３

　

５４

看護8市は法89範囲に従つてl■夢を地者 (薔護補助者等)に委lIすることを理解
する

蕎護8雨が委任した仕事について様々な側面から他者を支援することを理解する

仕事を83分39に他者に委lIする場合においても、自らに説明義務や責任がある

「
と芥I堕確する

安全なケア環境の
確保

55

56

57

58

59

医療安全の基本的な考え方と看護師の役害」について理解する

治療薬の安全な管理について理解する

リスク・マネジメントの方法について理解する

感染防止の手順を遵守する

関1系法規及び各種ガイドラインに従つて行動する

保健・医療・福祉
チームにおける多
職種との協働

61

62

63

64

保lln・ 医療・福祉チームにおける看護及び他職種の機能・役割を理解する

対象者をとりまく保健 。医療 。福祉従事者間の協働の必要性についてIIE解する

文」象者をとりまくチームメンバー間で報告・連絡 。相談等を行う

ヌ」象者に関するケアについての意思決定は、チームメンバーとともに行う

チームメンパーとともに、ケアを評価し、再検討する

Q保 健 ,医療・福祉シ
ステムにおける琶護
の役害J

６５

６６

６７

６８

一

６９

薔護を実践する場における組織の機能と役害1について理解する

保健 。医療 。福祉システムと薔護の役客」を理lηする

国際的観点から医療・琶護の役害Jを理解する

保健 。医療・福祉の動向と課題を理解する

様々な場における保健 。医療・福祉の連携について理解する

16



V群
専P5Fel者 として研鑽
し続ける基本能力

R継 続的な学習

７。

一

７‐

琶護実践における自らの課題にllRり 組むことの重要性を理解する

継続00に 自劣の能力の維持・向上に努める

S着 護の質の改善に向
けた活動

７２

一

７３

雹護の質の向上に向けて薔護師として専門l・Iを発展させていく重要性を理解す
る

奮護実践に研究成果を活用することの重要性を理解する

●

●
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看護師等賛成所の運営に関する指導要領 日」表3
蕎護師教育の基本的考え方、留意点等 改正案

教育の基本的考え方

1)人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として幅広<理解し、蕎護師としての人間関係を形

成する能力を費う。

2)看護B幕としての責務を自覚し、倫理に基づいた着護を実践する基礎的能力を養う。

3)科学的根拠に基づき、蓄護を計画的に実践する基礎的能力を養う。

4)健康の保持i曽進、疾病の予防、健康の回復に関わる看護を、健康の状態やその変化に応じて実践する

基礎的能力を養う。

5)保健・医療 。福祉システムにおける自らの役害」及び他職種の役害」を理解し、他職種と連携・協働する

基礎的能力を養う。

`p専

門職業人として、最新矢0識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。

教育内容 単位数 留意点

基

礎

分

野

　

　

　

▲
ワ

科学的闇者の基盤

人間と生活・社会の理解
} 13

「専門基礎分野」及び「専Pヨ分野」の基礎となる科目を設定し、

併せて、科学的思者力及びコミュニケーション能力を高め、感

性を磨き、自由で主体的な判断と行動を促す内容とする。

人間と社会を幅広く理解出来る内容とし、家族論、人間関係論、

カウンセ |リ ング理論と技法等を含むものとする。

国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるようなlA」 容を含む

ものとする。

職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権

意識の普及・高揚が図られるような内容を含むことが望試しい。

′Jヽ    言十 13

専

門

基

礎

分

野

　

　

　

　

　

一

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと回復の

促進

健康支援と社会保障 itll度

15

6

人体を系統だてて理解し、健康・疾病・障害に関する観察力、

判断力を強化するため、解剖生理学、生イじ学、栄餐学、薬理学、

病理学、病態生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとし

て学ぶ内容とする。

演習を強化した内容とする。

人長が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて社会資源を活

用できるように懸要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保

健医療福祉に関する基本概念、関係制度、関係する職種の役害」

の理解等を含むものとする。

/」  ヽ   言十 21

ｎ
υ



専F3分野 Iでは、各彗護学及び在宅着護論の基盤となる基礎的

理論や基礎的技術を学ぼため、着護学概論、者護技術、臨床琶

護総論を含む内容とし、演習を強化した内容とする。

コミュニケーション、フィジカルアセスメントを強化する内容

とする。

事例等に対して、看護技術を適用する方法の基礎を学IS内容と

する。

看護師として倫理的な半」断をするための基礎的能力を養う内容

とする。

成人着護学

者年者護学

小児看護学

母性看護学

精神看護学

臨地実習

６

４

４

４

４

‐６

６

４

２

２

２

講義、演習、実習を効果的に組み合わせ、奮護実践能力の向上

を図る内容とする。

健康の保持増進、疾病の予防に関する香護の方法を学61内容と

する。

成長発達段階を深<理解し、様々な健康状態にある人々及び

様々な場で看護を必要とする人長に対する琶護の方法を学ぶ内

容とする。

矢0識 。技術を薔護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結

びつけて理解できる能力を置う実習とする。

チームの一員としての役割を学ぶ実習とする。

保健医療福祉分野との連携、協働を通して、看護を実践する実

習とする。

専

門

分

野

Π

20



統

合

分

野

●́

ぬ

在宅蓄護論

看護の統合と実践

臨地実習

在宅蕎護論

着護の統合と実践

4

4

4

２

　

　

２

在宅着護論では地域で生活しながら療養する人長とその家族を

理解し地域での看護の基礎を学ls~i内容とする。

地域で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他職

種と協働する中での着護の役害」を理解する内容とする。

地1或での終末期着護に関する内容も含むものとする。

チーム医療及び他職種との協働の中で、着護師としてのメンバ

ーシップ及びリーダーシップを理解する内容とする。

看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。

医療安全の基礎的知識を含む内容とする。

災害直後から支援できる着護の基礎的知識について理解する内

容とする。

国際社会において、広い視野に基づき、看護師として諸外国と

の協力を考える内容とする。

着護技術の総合的な評価を行う内容とする。

訪問着護に加え、地i或 における多様な場で実習を行うことが望

ましい。

専P]分野での実習を踏まえ、実務にEpした実習を行う。

複数の憲者を受け持つ実習を行う。

一勤務帯を通した実習を行う。

夜間の実習を行うことが望歌しい。

小    計 12

公
υ 言十 97 3,OO03寺間以上の講義・実習等を行うものとする。

０
４
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看護教育の内容と方法に関する検討会 第一次報告

はじめに

○着護基礎教育については、平成 21年の「看護の質の向上と確保に関する検討会」の

中間とりまとめにおいて、免許取得前の基礎教育段階で学ぶべきことは何かという点

を整理しながら、現在の教育年限を必ずしも前提とせずに、すべての着護師養成機関

について教育内容、教育方法などの見直し・充実を図るべきであると提言されたとこ

ろである。

○また、第 171回国会において保健師助産師着護師法等の一部改正法が成立し、保健

師及び助産師の国家試験受験資格が 6か月以上から 1年以上に延長となり、保健師・

助産師教育のあり方についても見直しが求められるようになつた。

○このような状況の下に、本検討会は、看護基礎教育で学ぶべき教育内容と方法につい

て、また、保健師教育、助産師教育について具体的な検討を行うこととした。

○具体的な検討を行うに当たつて、本検討会の下に保健師、助産師、看護師教育課程ご

とにワーキンググループを設置することとし、各ワーキンググループにおいては免許

取得前に学ぶべき教育内容の充実のん策について検討を行うこととした。

○今般、本検討会に、保健師教育ワーキンググループ及び助産師教育ワーキンググルー

プから、保健師教育の内容と方法及び助産師教育の内容と方法について報告がなされ、

本検討会としての検討を行った結果を第一次報告として取りまとめた。

1.保健師教育の内容と方法について

1.保健師教育の現状と課題

〇近年、行政の保健部P]については、県と市町村の規模や考え方によって、体制や地区

組織活動、保健事業の在り方が多様化してきている。また、国民のニーズは、生活習

慣病や介護予防、虐待や自殺、D∨への対応、さらに感染症や災害に対する対策など

広範囲に及び、複雑化してきている。このような状況に対応できる保健師教育が課題

となつている。

○保健師は高度な実践能力を求められているのに対し、現状の保健師教育においては卒

業0寺に必要な最低限の到達レベルに達しないことも多<、 実際に求められている能力

と新卒保健師の能力の乖離が大き<な つてきている。

○具体的には、個人と家族への支援を通し、地域をその背景として捉えることはできる

が、集団や地域を支援の対象として捉えることができないことや、個人・家族・集団・

組織・地域を運動させて捉えることができない状況がある。また、疫学や統計学を学

んでも、施策化や支援計画づくりなど、実際の活動に結び付けて活用することができ

ないことも指摘されている。実際の活動に結び付けて知識を統合する力を得るために



は、教育内容を横断的、統合的に学Sような学習が必要である。また、産業保健分野

においては保健師へのニーズと期待が高まっているため、産業保健についての教育内

容の充実も求められている。

○実習に関しては、保健師の養成機関の急増により実習施設の不足が生じており、特に

保健所及び市町村の実習においては十分な実習時間数を確保しにく<、 実践の場で求

められる能力を育成するために必要な実習を行うことが難し<な ってきている。

○臨地実習については、1か所当たりの学生の受入れ人数が少ないことによる実習施設

数の増加と、実習施設における保健師の少なさから、教員や保健師が学生の指導に十

分な時間をかけられない状況にある。

○保健師活動は多様であるため、学生が臨地実習において学んだことを統合し、意味付

けるためには、教育方法を改善し実習前後の講義 。演習を強化する必要がある。

2.保健師に求められる役害Jと機能、実践能力を踏まえた卒業時の到達目標

最初に、これからの保健師にはどのような役害」や機能が求められるのかを明らかにし、

次に、そうした役害」、機能を発揮するための能力を設定した。続いて、保健師免許取得

前の基礎教育における到達目標及び到達度を設定し、能力の獲得を評価できるようにし

た。

1)保健師に求められる役害」と機能

○地域の健康課題が複雑イヒ。多様イじしている中、保健師には地域に潜在している問題を

顕在化させ、その問題に対応する保健師活動を行い、健康PcD3題を解決・改善する役割

が一層求められている。

○病院の地上或連携部門や健診部門などで、他職種と連携しながら横断的かつ継続的に、

個人や家族及び集団と組織を支援することが保健8雨に期待されている。

○故た、近年、自殺や虐待、新しい感染症などの健康危機へ迅速に対応することが必要

になつている。健康危機の発生時に対応するほか、地域の力を向上させ、平時より広

域的な健康危機管理体制を整え、さらに回復期にも継続 して対応することも強<求め

られている。

○保健師は、既存の社会資源や施策が地i或の人々の健康水準を向上させるために有効な

ものであるかをアセスメントしつつ、新たな社会資源の開発や、システム化・施策化

を進める役害」を担つている。

○保健師は、常に社会情勢を踏まえて適確に健康問題を捉え、保健医療福祉分野の研究

成果を活用しながら専PS家として問題を解決・改善してい<。 そのため、自ら継続的

に研究し能力を開発してい<専門職としての自律性が期待される。

2)保 健師に求められる実践能力

保健師の役害」と機能を踏まえ、保健師に求められる実践能力として、以下の5つの



能力を設定した。

I.ltti或 の健康課題の明確化と計画・立案する能力

Ⅱ。地域の健康増進能力を高める個人・家族・集団・組織への継続的支援と協働・

組織活動及び評価する能力

Ⅲ.地域の健康危機管理能力

Ⅳ.地域の健康水準を高める社会資源開発・システム化・施策化する能力

V.専 P目的自律と継続的な質の向上能力

3)卒業時の至」達目標と到速度

「保健師の役害」と機能」と「保健8雨に求められる実践能力」を踏まえ、平成 20年 9
月に示された「保健師教育の技術項目の卒業時の到速度」(平成 20年 9月 19日付け

医政看発第 0919001号厚生労101省 医政局看護課長通知)を基に検討し、卒業8寺の至」

達目標と至」違度を設定した (表 1)。

以下では、表 1に沿つて上記の「保健師教育の技術項目の卒業時の到速度」から変

更した音B分について述べる。

(1)到速度の考え方

表 1に示した至」速度は卒業時の到達度であり、学生は指導を受けながら実施するこ

とが前提であるため、到速度のレベル Iを、「少しの助言で自立して実施できる」と

した。なお、保健師の活動の特性から、至」速度は「個人/家族」、「集団/地 i或」に分

けて設定した。

(2)大項目別の到達目標と到速度

①大項目「 1.地域の健康課題を明らかにし、解決・改善策を計画・立案する」

○中項目「A.地域の人々の生活と健康を多角的 。継続的にアセスメントする」におい

て、地域の健康課題を明確イじする能力を強化するために、小項目に「 4。 対象者及び

対象者の属する集団を全体として捉え、アセスメントする」、「7.収集した情報をア

セスメントし、地域特性を見いだす」を追加し、それぞれの到達度を個人/家族と集

団/地 1或ともにレベル Iと した。小項目「5.健康Po5題 を持つ当事者の視点を踏まえ

てアセスメントする」における、当事者の視点を踏まえたアセスメントは、対象の区

Blj無 くアセスメントの基本であるため、集団/地 1或の到達度をレベル Iと した。

○中項目「B.地域の顕在的、潜在的健康課題を見いだす」は、学生が顕在的、潜在的

健康課題を見出し、実際に支援できるようになることが必要であり、小項目ごとの到

達度レベルを上げた。

○中項目「C.地域の健康課題に対する支援を計画・立案する」の至」違度については、

卒業時には個人/家族のみならず集団/地域を対象とした場合にも実施できる力を



つけるべきであると考え、集国/地域の到達度をレベル Iに変更した。

②大項目「 2.地域の人々と協働して、健康課題を解決 。改善し、健康増進能力を高め

る」

○卒業0寺には地1或において一連の PDCAサイクルを実施できるレベルに至」達すること

が必要であるため、集団/地 1或を対象にした場合の至」達度は概ねレベルを上げた。

○しかしながら、小項目「20.地域の人長の持つ力を31き出すよう支援する」につい

ては、学生が自立して地域全体の健康増進能力を31き出すところまで実施することは

難しいため、至」達度を集団/地域ではレベル IからⅡとした。また、小項目「24.地
1或組織・当事者グループ等を育成する支援を行う」についても、グループや集団の育

成の難 しさから、到達度を集団/地 1或ではレベルⅡからⅢとし、演習で強化すること

とした。

③大項目「 3.地域の健康危機管理を行う」

○この大項目は、感染症 。虐待・D∨ 。自殺・災害等への対応について社会的なニーズ

が高まつているため、保健師の実践能力である「地i或の健康危機管理」を踏まえ、新

たに追加した大項目である。

○地上或の健康危機管理において、保健師には発生0きだけではな<平常0寺の予防や、アフ

ターフォローも求められているため、中項目は「G.健康危機管理の体制を整え予防

策を講じる」、「H.健康危機の発生時に対応する」、「 |。 健康危機発生後からの回復

期に対応する」とした。

○中項目「G.健康危機管理の体制を整え予防策を講じる」における小項目は、「保健

師教育の技術項目の卒業時の至」達度」における危機管理に関する項目 27、 28、 56
を当てた。また、健康危機管理へ住民が参加する賭要があることから、小項目「41.

健康危機についての予防教育活動を行う」を追加し、至」達度を個人/家族と集団/地域

ともにレベルⅡとした。また演習等で実践的な知識を得ることとして、各小項目の至J

達レベルを概ね引き上げた。

○中項目「 H。 健康危機の発生時に対応する」については、健康危機 (感染症・虐待 。

D∨ 。自殺・災害等)の予防の必要性が増しており、発生時における体制は PDCAサ
イクルを踏まえた要素が賭要なことから、小項目「43.健康危機情報を迅速に把握

する体制を整える」、「44.関係者・機関との連絡調整を行い、役割を明確化する」、

「45。 医療提供システムを効果的に活用する」、「46.健康危機の原因究明を行い、

解決・改善策を講じる」、「47.健康被害の拡大を防止する」とした。到達度につい

ては、演習等の方法で実践的に学ぶことが可能な小項目はレベルⅢとした。

○中項目「L健康危機発生後からの回復期に対応する」においては、健康危機発生後

の継続した支援の重要性から、小項目「48.健康回復に向けた支援(PttSD対応 。生

活環境の復興等)を行う」、「49.健康危機への対応と管理体制を評価し、再構築する」

●



とし、到達度は小項目 48、 49ともに、個人/家族、集団/地 1或のいずれもレベルⅣ

とした。

④大項目「 4.地域の人々の健康を保障するために、生活と健康に関する社会資源の公

平な利用と分配を促進する」

○この大項目における到速度については、集団/地上或を対象とした保健師の活動が個人

/家族に資することになると考え、個人/家族と集団/地域を併せて設定した。

○社会資源開発、施策イし、社会資源の管理・活用のほか、保健師には対象を取り囲む金

体の包括的なケアシステムを構築することが求められることから、中項目に「K.シ
ステム化する」を追加し、小項目に「54.健康課題の解決のためにシステム化の必

要性をアセスメン トする」、「55。 関係機関や地域の人々との協働によるシステム化

の方法を見いだす」、「56.仕組みが包括的に機能しているか評価する」を追加した。

至」達度については小項目 54はレベル Iと し、小項目 55、 56は、住民との協働

KfOシ ステムが包括的に機能しているかを評価するには長期白もに取り組む必要があり、

実習ではな<演習で強化してお<べきであることからレベルⅢとした。

また、小項目「57.組織 (行政・事業所 。学校等)の基本方針 。基本計画との整

含性を図りながら施策を理解する」、「58.施策の根拠となる法や条例等を理解する」

については、学生が施策化を実施しながら学ぶことは困難であるため、演習等で実践

的に学び、理解を深める必要があると考え、至」達度をレベルⅢとした。

○中項目「 L.施策化する」、「M.社会資源を管理・活用する」について|ま、地域の健

康水準を高めるための社会資源について、保健師が実際に提言し施策に携わってい<
必要性が1曽 していることから、基本的矢0識や展開方法を実践につなげる教育が必要で

あると考え、小項目ごとの到達度を概ね上げた。

⑤大項目「 5。 保健・医療・福祉及び社会に関する最新の知識 。技術を主体的・継続的

に学び、実践の質を向上させる」

○この大項目は、保健師の実践能力である「専P目的自律と継続的な質の向上能力」を踏

まえ、新たに設定 した。「専P3的 自律と継続的な質の向上能力」は、他の専P9職にも

求められることであるが、保健師は公衆衛生薔護を基盤としており、特に社会情勢を

踏まえて活動を展開する。そのため、保健師教育の至」達目標として明示することとし

た。

○中項目「 N。 研究の成果を活用する」については、保健師は変化してい<社会情勢や

地i或の健康課題を踏まえた活動が求められることから、小項目「68.研究成果を実

践に活用 し、健康課題の解決 。改善の方法を生み出す」、「69.社会情勢と地1或 の健

康課題に応 じた保健師活動の研究 。開発を行う」を追加 した。小項目 68、 69の至」

達度は、個人/家族及び集団/地 i或を合わせてレベルⅢとした。

○中項目「〇.継続的に学ぶ」は、保健師の専P3性から、質を向上していく必要性があ



り、責任が求められることから、小項目「 70。 社会情勢・矢0識・技術を主体的、継

続的に学ぶ」を追加し、至」達度はレベル Iと した。

○同様に、中項目「P。 保健師としての責任を果たす」は、小項目を「71.保健師と

しての資任を果たしてい<ための自己の課題を見いだす」とし、至」達度は、レベルⅣ

とした。

3.保健師助産師着護師学校養成所指定規則の一部改正案

保健師教育の現状と、卒業0春の到達目標を踏まえ、保健師助産師着護師学校養成所指

定規員」(昭和 26年文部省・厚生省令第 1号。以下「指定規負」」という。)Bll表 1(第     .
2条関係)の改正案を作成した (表 2)。 その概要は、以下の通りである。

1)「地域看護学」から「
/AN衆衛生看護学」への変更

○在宅療養者等への薔護実践が発展 してきたことに伴い、地域において行政だけではな

<様々な場での保健師の役審」が期待された結果、平成 8年の指定規貝Jの一部改正にお

いて、市FJJ本」及び保健所を中心とした保健予防活動に焦点を置いた公衆衛生琶護と在

宅療養者に焦点を当てた継続着護を含めて「公衆衛生看護学」から「地域着護学」ヘ

と変更された。

○また、平成 19年の指定規則の一部改正においては、在宅療養者に焦点を当てた継続    、

看護は既に着護g雨基礎教育における「在宅看護論」で十分に教授されているとして、

「地i或看護学」は、地域及び学校保健、産業保健を含んだ公衆衛生看護活動に焦点を

当てることとされた。

○今回の検討では、前回の改正の意図を踏まえ、社会的なニーズが高まっている健康危

機管理の強化及び地域全体の健康状態の改善・向上を強化し、保健師の役害」と専門性

をより明確化するため、教育内容は「公衆衛生薔護学」とした。なお、「公衆衛生看護

学」には、行政保健、産業保健、学校保健の領1或が含まれる。

2)その他の改正点

○「地域蕎護学」を「公衆衛生看護学」と変更したことに伴い、「地域着護学概論」は

「公衆衛生奮護学概論J、 「地域蕎護活動展開論」は「公衆衛生蕎護活動展開論J、 「地

域蕎護管理論」は「
/AN衆

衛生醤護管理論」とする。

O「地域看護学実習」は「
/AN衆衛生看護学実習」とし、また、「地域着護活動展開論実

習」は「公衆衛生看護活動展開論実習」、「地i或看護管理論実習」は「
/AN衆

衛生着護管

理論実習」とする。

○「個人・家族・集団の生活支援」は、産業保健や学校保健に対応して、“組織"を力0

え「個人・家族・集団・組織の支援」とする。

○「保健福祉行政論」は、医療行政と福祉行政の相互の連携における保健g市の役割の重




